
令和 5年 4月現在 

東陽ふれあい音楽会  ～楽しく、安全・安心な会にするために～ 

◎次の点にご理解とご協力をお願い申し上げます。 

※当面の間、「新型コロナウイルス」感染防止対策（マスク着用・消毒・検

温等）にご協力ください。 

 １ 鑑賞に集中できるよう、音や声などは極力、出さないようにご注意く 

ださい。（咳・レジ袋やスリッパの音・話し声など） 

 ２ 録音・録画・写真撮影はご遠慮ください。（主催者は出演者の許可を 

得て、行わせていただきます。） 

 3 音楽会の開演前・休憩中・終演後も「密」にならないよう、また、大 

きな声を出されないようにご留意ください。 

 4 常に「マスク」の着用をお願いします。また、入館時・活動前・音楽 

  会前の「消毒」「検温」に引き続き、ご協力ください。 

 5 換気のため、窓を開けています。季節によっては寒いことが考えら 

  れますが、十分な暖房ができません。必要に応じて、「防寒」のご準備 

をお願いします。（特に、11月・12月の音楽会開催時） 

 ６ 感染予防にもなりますので、「スリッパ」はできるだけ、ご持参くだ 

  さい。 

 7 終演後に感染予防のため、消毒しますので、「椅子」はそのままにして 

  おいてください。音楽会ボランティアが消毒後、片付けます。 

 8 「前売り券」の残部がある場合のみ、「当日券」を販売致します。 

 9 次回の音楽会の参加券は開催日のおよそ２か月前から販売します。ま 

  た、購入した参加券をキャンセルしたい場合は該当の音楽会の前日まで 

  は払い戻しします。当日以降の払い戻しはできません。 

10  参加券の購入時には小銭をご準備ください。  

（「五千円札」「一万円札」には対応できませんの   

で、ご容赦ください。）また、購入時、「密」にな  

らないよう、ご協力ください。 

11  新型コロナウイルスの感染拡大や暴風警報発表 

等の災害時などで「音楽会」を「中止」「延期」す  

る場合がありますが、当館から個々の参加者へは   

連絡は致しません。「ホームページ」や「電話によ

る問合せ」等により各自でご確認ください。 

「中止」「延期」の場合は、参加券と交換で「受付」にて払い戻しを致 

します。ただし、払い戻しは当該の音楽会が開催された年度末までとさせ 

ていただきます。（令和 5年度分の中止となった場合の音楽会参加券の払 

い戻しは令和 6年３月３１日まで） 

東陽地区市民館 電話 0532-61-7741 


